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介護保険分野における個人番号導入に伴う申出書 

 

平素は、各務原市介護保険サービス事業者協議会の運営等につきご理解ご協力を頂きあり

がとうございます。 

さて、今般、平成 28年 1月 1日より個人番号が介護保険分野においても導入されることと

なり、本人確認の業務について、今後の対応を苦慮しているところでございます。 

個人番号の導入により、本人確認措置の厳格化が図られ、代理人として個人番号が記載さ

れた申請書等を各務原市に提出する際、本人の番号確認において、「個人番号の通知カード等

やその写しなど」が必要になっています。 

各務原市内の通知カードの配達は既に完了しているようですが、返戻されたものもかなり

あるとお聞きしております。通知カードを保有していない方がみえることや、通知カード等

を申請のために預かったりする場合のリスクの高さなどを考えると、当分の間は、申請書等

に個人番号を記載しないことで対応していただきたく、お願い申し上げます。 

よろしくご配慮のほどお願い申し上げます。 

 


